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法
律
援
助
事
業
に
関
す
る
規
程

（
平
成
十
八
年
一
二
月
七
日
会
規
第
七
十
七
号
）

平
成
二
三
年

二
月

九
日

改
正

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
法
律
援
助
事
業
及
び
そ
の
た
め
の
基
金
に

関
す
る
基
本
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
事
業
の
範
囲
）

第
二
条

本
会
は
、
次
に
掲
げ
る
法
律
援
助
事
業
（
以
下
「
実
施
事

業
」
と
い
う

）
を
行
う
。

。

一

刑
事
被
疑
者
弁
護
援
助
事
業

二

少
年
保
護
事
件
付
添
援
助
事
業

三

犯
罪
被
害
者
法
律
援
助
事
業

四

難
民
認
定
に
関
す
る
法
律
援
助
事
業

五

外
国
人
に
対
す
る
法
律
援
助
事
業

六

子
ど
も
に
対
す
る
法
律
援
助
事
業

七

精
神
障
害
者
に
対
す
る
法
律
援
助
事
業

八

心
神
喪
失
者
等
医
療
観
察
法
法
律
援
助
事
業

九

高
齢
者
、
障
害
者
及
び
ホ
ー
ム
レ
ス
に
対
す
る
法
律
援
助
事

業
十

そ
の
他
の
人
権
救
済
援
助
事
業
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（
事
業
の
方
法
）

第
三
条

実
施
事
業
の
内
容
、
援
助
の
基
準
、
援
助
す
る
報
酬
の
額

そ
の
他
の
実
施
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
実
施
要
綱
に
よ
り

定
め
る
。

（
事
業
の
委
託
）

第
四
条

本
会
は
、
実
施
事
業
を
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
に
委
託

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
基
金
の
設
置
）

第
五
条

本
会
は
、
実
施
事
業
そ
の
他
法
律
援
助
事
業
の
た
め
法
律

援
助
基
金
を
設
置
す
る
。

（
特
別
会
計
の
設
置
）

第
六
条

法
律
援
助
基
金
に
関
す
る
会
計
は
特
別
会
計
と
し
、
そ
の

年
度
は
本
会
計
に
準
じ
る
。

（
基
金
の
収
入
）

第
七
条

法
律
援
助
基
金
の
収
入
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

会
員
か
ら
の
法
律
援
助
基
金
の
た
め
の
特
別
会
費

二

会
員
及
び
会
員
外
か
ら
の
寄
付
金

三

法
律
援
助
基
金
の
運
用
に
よ
っ
て
生
じ
る
利
息
等
の
収
入

四

一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
れ

（
基
金
の
管
理
）

第
八
条

法
律
援
助
基
金
は
、
会
長
が
管
理
す
る
。



- 3 -

（
基
金
の
管
理
の
方
法
）

第
九
条

法
律
援
助
基
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
託
そ
の
他
最
も
確

実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
基
金
の
支
出
）

第
十
条

法
律
援
助
基
金
の
支
出
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

実
施
事
業
の
た
め
の
事
業
費
及
び
事
務
費

二

実
施
事
業
の
た
め
の
他
の
特
別
会
計
へ
の
繰
入
れ

三

第
四
条
の
規
定
に
よ
り
事
業
を
委
託
す
る
場
合
の
委
託
に
要

す
る
委
託
事
業
費
及
び
委
託
事
務
費

四

法
律
援
助
事
業
に
関
す
る
弁
護
士
会
に
対
す
る
補
助
金

２

前
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
規
定
す
る
支
出
に
つ
い
て
は
、
あ

ら
か
じ
め
理
事
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
規
則
へ
の
委
任
）

第
十
一
条

第
七
条
第
二
号
に
規
定
す
る
寄
付
金
の
取
扱
い
及
び
法

律
援
助
基
金
の
支
出
の
額
そ
の
他
支
出
に
関
す
る
事
項
は
、
規
則

に
よ
り
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
三
年
二
月
九
日
改
正
）

第
七
条
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一

号
を
第
二
号
と
し
、
第
一
号
と
し
て
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
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第
十
一
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。


